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第第第第    ９９９９    回回回回    第第第第    ２２２２    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２６年９月１９日（金）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25伊藤
い と う

 武則
たけのり

・26稲葉
い な ば

 和久
かずひさ

・27大井
お お い

 一司
か ず し

・28鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

 

29田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

 

33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36井谷
い た に

 功
いさお

・37岸野
き し の

 隆夫
た か お

 

38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39藤田
ふ じ た

  武
たけし

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

                                    以上１５名 

 

欠 席 部 会 委 員  40結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

 47中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

 

 

出席部会員外委員  34浅井
あ さ い

 競
きそお

 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村事務局次長・中西担当副主幹 

 

総 合 支 所   久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：前田担当副主幹 

          美杉：小林担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ３２ 田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・３５ 池田
い け だ

 昌司
ま さ し

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

 議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                            （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                            （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 非農地証明願について 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

      について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第９回第２農地部会を開会させていただきます。本日の欠席委員

は結城委員、中谷委員お二人です。 

本日の議事録署名者３２番 田口委員、３５番 池田委員、よろしくお願い

します。 

まず始めに会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４号

につきまして事務局から一括して報告を願います。よろしくお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

番号１から８の８件で、面積は、田で１１，７１８㎡でございます。 

これにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意により

解約したものであります。 

２ページ、３ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、２で、３ページになりますが、合計で件数は２件、面積は    

 １７，９３６㎡で、その内訳は、田が１５，３８０㎡、畑が２，５５６㎡で

ございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございまして、あっせんの希望はあり

ません。現況地目が山林になっているところがありますが、無断転用の可能性

がありますので、届出人に対して、現在、指導しております。 

４ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、自宅の離れ及び物置用地の１件で、面積は、畑で９９㎡になります。 

５ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます 

番号１、長屋住宅用地の１件で、面積は、畑で１，０７４㎡になります。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

事務局から報告がありましたとりでありますのでよろしくお願いします。 

それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）を議題とします。事務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   ６ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 太郎生、申請者     、申請地 美杉町太郎生池ノ平 

    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積７９０㎡です。 

これにつきましては、耕作が困難であったことから、昭和５５年ごろに植林



 3

されており、始末書が提出されておりますことから、追認しようとするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は１件で、畑が７９０㎡でございます。 

農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしてい

ると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地立ち会っていただきました地元委員のご

意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

中川委員   ３８番 中川でございます。９日１２日の日に地元委員と総合支所の職員と

一緒に確認をしました。場所は、    という所で、周辺も山林となってお

りまして、何ら問題はないと思いますいのでよろしくご審議をお願いいたしま

す。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       地元委員より説明がありましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議

案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

続きまして議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。事務局、説明お願いし

ます。 

 

事 務 局   ７ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 久居、受け人     、賃借人 合同会社     代表

取締役     、 渡し人     、申請地 久居明神町コボレ山   、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１，００３㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、有料老人ホーム

及び老人デイサービスセンター用地に転用し、平成２７年３月から１０年間、

賃借人に貸し付けるものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 家城、受け人     、渡し人 亡き     相続人  

    、申請地 白山町南家城片山    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１７３㎡ 外１筆で、合計面積５７９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、資材置場用地と
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するものですが、本年６月から既に資材置場として利用しており、始末書の提

出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

番号３、地区 奥津、受け人     、渡し人     、申請地 美杉

町奥津カシ尾    、台帳地目・現況地目とも田、面積１，５３２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設用

地とするものです。パネル設置面積は８５１．１３㎡で、転用面積の５５．６％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 下之川、受け人     、渡し人     、申請地 美

杉町下之川神山    、台帳地目・現況地目とも畑、面積３７６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場、庭など、

隣接宅地と一体利用するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は４件、合計面積は２，４９３㎡で、その内訳は、田１，１１４㎡、

畑１，３７９㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番 大井です。１２日に会長以下、本庁の事務局、地元委員で現地確認

を行いました。場所は    の東側、里山みたいになった    さんの 

    のところから北向いて５００ｍぐらい入った左側です。全体的では、

約３，０００㎡ぐらいです。今回対象になる農地がこの１，０００㎡というこ

とで、現地確認の結果、特に問題ありませんでした。詳細は事務局の説明のと

おりです。よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

浅井委員   ３４番 浅井です。家城の２番についてご報告します。１２日に事務局１名、

地元委員３名で現地の確認を行いました。場所は    が建ってますが、そ

こから南側へ約５００ｍ位行った、山手のほうが現地でございます。申請内容

につきましては、事務局の説明どおりですので、何ら問題がないと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。３番、お願いします。 

 

岸野委員   ３７番 岸野です。３番、この件につきましても、１２日に、守山会長以下、

本庁と立会いをしました。申請地は、    から３～４００ｍ西の方へ行っ

た、伊勢本街道沿いの場所でございます。申請地は防火用水、ごみの集積所も

あります。従来どおりの利用で、住民と合意をしておりますので、別に問題は

ありません。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番、お願いします。 
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藤田委員   ３９番 藤田です。１９日に本日欠席の結城委員と事務局の３人で現地を確

認してまいりました。空き家の多い地域でございまして、その譲り受けた土地

に、ソーラーパネルを作る計画です。隣も空き家であり、東側は申請人の土地

であり、裏側は土地が高いと。近隣に迷惑もかけないような状況のところでご

ざいますので、ご報告申し上げます。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

        
議  長   ありがとうございます。 

       ただいま、地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺い

したいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号について、

これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することを決定し

たいと思います。 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可の許可申請

について（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局、説明お願い

します。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１ 地区 久居、借り人 有限会社     代表取締役     、

貸し人     、申請地 久居井戸山町奥ノ谷    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積９５５㎡ 外１２筆で、合計面積１０，１８３㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と平成４２年１月まで１６年間の賃

貸借契約をし、太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は 

５,０５７．６㎡で、転用面積の４９．７％になります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

件数はこの１件で、この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いしたいと思いま

す。 

 

井谷委員   ３６番 井谷です。１２日に本庁と一緒に現地確認させていただきました。

詳細は事務局説明のとおりでございます。場所は、    の北西に３００ｍ

ぐらいのところです。    の約５００ｍ程東です。何ら問題ないと思いま

す。よろしくお願いします。 
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議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思

います。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１ 地区 高野、借り人 有限会社     代表取締役     、

貸し人     、申請地 一志町高野横枕    、台帳地目 田、現況地

目 宅地、面積１，３９０㎡ 外１筆で、合計面積２，４４１㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期限を定めない使用貸借契約をし、

申請地を堆肥置場用地とするものですが、平成２３年ごろから、既存の堆肥舎

が手狭になり、申請農地の一部を堆肥置場として利用しており、始末書の提出

がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、農業振興地域農

用地区域内の農業用施設用地と判断されます。 

       件数はこの１件で、この案件につきまして、農地法第５条第２項各号には該

当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。お願い

します。 

 

田中委員   ３２番 田中です。１２日に守山会長以下と地元の委員３名、事務局の方で

確認をいたしました。場所につきましては、    のところに信号があるん

ですが、それから其ノ倉のほうに向いて約１ｋｍほどいったところが現地でご

ざいます。内容については事務局の説明どおりですのでよろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 
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議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第５号 非農地証明願いについてを議題といたします。事

務局、説明お願いします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

       議案第５号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 川合、願出者     、申請地 一志町八太足曲り   

 、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積３４３㎡です。 

これにつきましては、昭和５０年１０月６日、国土地理院撮影の航空写真に

より、このときには既に、申請地に建物が建築されていることが確認できます。

これは、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定で、

当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しており、農

地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。 

 

田中委員   ３２番 田中です。この案件につきましても、１２日、委員３名と事務局２

名で現地確認を行いました。場所は、    の真隣が現地でございます。内

容については、事務局の説明どおりですので、ひとつよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については証明することと決定し

たいと思います。 

       引き続きまして、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定を議題といたします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 
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表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

各地区別に、下の合計欄でご説明いたします。 

       久居地区につきましては、田の賃貸借で２，１７１㎡、契約件数は１件でご

ざいます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借で９，４２８㎡、畑の賃貸借で４９２

㎡、契約件数は１５件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で８，０８２㎡、契約件数

は３件でございます。 

       美杉地区につきましては、今回はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１９，６８１㎡、畑

の集積が、賃貸借で４９２㎡、合計契約件数は１９件、合計面積は      

２０，１７３㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は、一志地区が７件、白山地区が３件で、合計

で１０件、合計面積は１７，５１０㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりましたが、皆さん、ご意見がありましたら。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第６号についてご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号について適正であると認め、市長

に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案は全て審議をいただきました。ありが

とうございました。 

 

                                  午後２時３０分 

 

上記は、第９回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２６年９月１９日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              


